
 
おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 

プロジェクトグループ設置運営規程 

 

（趣旨）  

第１条 本規程は、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム規約第９条に規定するプロ

ジェクトグループ（以下「ＰＧ」という。）について必要な事項を定めるものとする。  

 

（定義） 

第２条 本規程において、ＰＧとは、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（以下

「プラットフォーム」という。）の仕組みを活用して、デジタル技術によるイノベーションの創出を

目指すアカデミア及び非アカデミアを構成員としたグループをいう。 

 ２ アカデミアとは、プラットフォーム会員のうち、大学等高等教育機関（研究者・学生を含む）、

公設試験研究機関等の公的研究機関をいう。 

 ３ 非アカデミアとは、プラットフォーム会員のうち、企業、地方公共団体、その他法人格を有する

団体をいう。 

 

（ＰＧの発足） 

第３条 ＰＧは、グループリーダー（以下「ＧＬ」という。）を置くものとし、ＧＬはＰＧを総括す

る。 

２ ＧＬはＰＧを代表して別に定める発足届を提出し、会長がこれを承認する事で発足するものとす

る。 

 

（ＰＧへの参加・脱退）  

第４条 ＰＧへ途中参加を希望する者は、ＧＬに申し出るものとし、ＧＬはＰＧへの参加の可否を決定

するものとする。  

２ ＰＧの参加者が脱退を希望するときは、脱退する３０日前までにＧＬの承認を受けるものとす

る。  

３ ＧＬはＰＧの参加者に変更があった際には、遅滞なく会長に報告するものとする。  

  

（ＰＧにおける知的財産権の取り扱い）  

第５条 ＰＧにおける知的財産権の取り扱いについては、本規程に添付される「プロジェクトグループ

に係る知的財産と成果の取扱いに関するガイドライン」に基づき取り扱うものとする。  

  

（ＰＧの解散） 

第６条 ＰＧの目的を達成したとき、若しくはその他ＰＧを解散する事由が生じた際には、ＰＧを解散

するものとし、ＧＬは別に定める解散届を会長に提出するものとする。  

  

（経費の負担）  



 
第７条 ＰＧの検討に当たり経費負担が発生する際には、ＰＧ参加者で対応を協議して決定するものと

する。  

  

（疑義の決定）  

第８条 本規程に定めのない事項又は本規程に定める事項に関する疑義等が生じた場合は、その都度、

ＰＧの参加者が協議して定めるものとする。 

 

附則 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

 


